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(57)【要約】
【課題】幅広い周波数帯の低エネルギー電磁波を反応原
料に効果的に照射可能で、しかも反応原料の充填を容易
に実施することができるとともに、耐圧性の向上や反応
の効率化、安全性の向上等を図ることができる低エネル
ギー電磁波反応装置を提供する。
【解決手段】０．０３～３００ＧＨｚ帯の全部または一
部の帯域の周波数の低エネルギー電磁波を出力する低エ
ネルギー電磁波周波数可変型の低エネルギー電磁波発振
ユニット２と、低エネルギー電磁波発振ユニット２から
の低エネルギー電磁波を伝送する低エネルギー電磁波伝
送ユニット３と、反応原料充填スペース８に充填された
反応原料に対し低エネルギー電磁波伝送ユニット３から
の低エネルギー電磁波を照射する低エネルギー電磁波照
射ユニット４とを備え、反応原料充填スペース８を、鉛
直方向に延びる円柱状空間部を有する有底筒体７により
形成するものとする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　低エネルギー電磁波を反応原料に照射してその反応原料を加熱反応させる低エネルギー
電磁波反応装置であって、
　０．０３～３００ＧＨｚ帯の全部または一部の帯域の周波数の低エネルギー電磁波を出
力する低エネルギー電磁波周波数可変型の低エネルギー電磁波発振ユニットと、
　前記低エネルギー電磁波発振ユニットから出力された低エネルギー電磁波を伝送する低
エネルギー電磁波伝送ユニットと、
　反応原料を充填するための反応原料充填スペースを有し、この反応原料充填スペースに
充填された反応原料に対し、前記低エネルギー電磁波伝送ユニットからの低エネルギー電
磁波を照射する低エネルギー電磁波照射ユニットとを備え、
　前記反応原料充填スペースを、鉛直方向に延びる円柱状空間部を有する有底筒体により
形成したことを特徴とする低エネルギー電磁波反応装置。
【請求項２】
　前記低エネルギー電磁波照射ユニットは同軸構造を呈する外部導体と内部導体と有し、
該内部導体が前記反応原料充填スペースに直交布置される請求項１に記載の低エネルギー
電磁波反応装置。
【請求項３】
　前記内部導体が、前記反応原料充填スペースに充填された反応原料に埋没する位置に布
置される請求項２に記載の低エネルギー電磁波反応装置。
【請求項４】
　前記外部導体と内部導体との間隙に、インピーダンス調整ブロックが挿入される請求項
２または３に記載の低エネルギー電磁波反応装置。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、幅広い周波数帯の低エネルギー電磁波を効果的に照射可能な低エネルギー電
磁波反応装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　マイクロ波はＸ線や紫外線と同様に電磁波の一種であるが、赤外線(波長０．７μｍ～
１ｍｍ)よりもエネルギー準位が低く、取扱いが容易であるために、携帯電話や衛星放送
の通信手段として広く利用されている。また、このマイクロ波の様な低エネルギー電磁波
は、加熱作用を有するために加熱源としての利用が可能であり、例えば電子レンジは既に
広く一般家庭にまで普及、使用されている。一方、工業的に低エネルギー電磁波を加熱源
として利用しようとする試みも活発化しており、例えば特許文献１ではマイクロ波加熱を
用いた真空、乾燥・濃縮装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１２４５１号公報
【０００４】
　ところで、通常の加熱ではガスや重油等の直火、スチーム、抵抗加熱あるいはＩＨ(誘
導加熱)等が加熱源として一般的に用いられる。これらの通常加熱では、何れの場合も加
熱源が高温であり、この熱が伝熱によって低温の加熱対象物に伝えられることになる。こ
の伝熱による加熱では、熱伝達係数等の制約から加熱対象物の昇温スピードには限界があ
り、また加熱源と加熱対象物間あるいは加熱対象物内の顕著な温度勾配発現を回避するこ
とも容易ではない。一方、低エネルギー電磁波の場合には、照射される低エネルギー電磁
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波自身は冷たいのであるが、加熱対象物がこの低エネルギー電磁波を吸収すると、吸収し
たエネルギーが加熱対象物内で直接熱に変換され、速やかに発熱、昇温することになる。
そのため、低エネルギー電磁波加熱では昇温速度が非常に大きく、また加熱対象物全体が
一斉に発熱するので対象物内の温度が相対的に均一化し易い特徴を有している。
【０００５】
　このように低エネルギー電磁波加熱は、加熱原理あるいはその特性が通常加熱とは異な
っており、その結果としてこれらに起因すると想定される種々の効果(例えば、反応時間
の顕著な短縮や製品品質の向上等)が数多くの反応で生起することが認められている。
【０００６】
　エネルギー準位は低いにも拘らず、低エネルギー電磁波を加熱源とした場合には通常加
熱と比較して反応時間の大幅短縮や製品品質の向上等種々の効果が期待される。しかしな
がら、何故このような効果が発現するのかについては、未だに明確な機構は明らかになっ
てはいない。但し、効果の大部分は、反応場において発生するミクロスポット的過加熱状
態が担っていると予想される。即ち、低エネルギー電磁波加熱の場合には、各物質はその
分子構造に基づいて加熱状況が異なるため、同じ反応系の中でも非常に加熱され易い部分
と逆に加熱され難い部分とが出現する。従って、反応系全体としての平均温度は低いにも
かかわらず、局所的に高温部分が発現し、この部分において反応が加速されるので従来加
熱と比較して大きな効果が生まれていることが想定される。
【０００７】
　ところで、赤外線よりもエネルギー準位が低い周波数０．０３～３００ＧＨｚ程度の低
エネルギー電磁波の中で、加熱源として利用されるマイクロ波の周波数は、これまでのと
ころほぼ２．４５ＧＨｚに限定されている。このように周波数が固定されているのは、経
済性すなわち２．４５ＧＨｚのマイクロ波発振器(マグネトロン)が最も安価であるという
ことが最大の理由である。更に、この価格に関しては、２．４５ＧＨｚのマグネトロンは
大量に生産されているので安い、という言わばニワトリと卵的な関係が成立している。言
い換えれば、他の周波数の発振器についても、その生産台数が増加すれば２．４５ＧＨｚ
の場合と同様の低価格が実現することが期待される。
【０００８】
　さて、低エネルギー電磁波を化学反応等に用いた場合の効果が基礎実験等で次々と明ら
かになり、これを実際に産業活用しようとする機運も益々高まっている。このような機運
の中で、２．４５ＧＨｚとは異なるマイクロ波周波数への関心が同時に高まっている。即
ち、これまでほぼ専ら使用されてきた２．４５ＧＨｚの低エネルギー電磁波の加熱特性に
ついては種々調査、検討され、その長所短所が相当程度明らかにされたことに伴い、新た
に２．４５ＧＨｚよりも低周波数あるいは高周波数の低エネルギー電磁波の加熱効果が予
想、期待されることとなった。ところが、既に述べた通り、２．４５ＧＨｚ以外の周波数
の発振器を備えた低エネルギー電磁波加熱反応装置を入手、使用することは、現状容易で
はない。また、反応原料の充填を容易に実施することができるとともに、耐圧性の向上や
反応の効率化、安全性の向上等が求められている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、前述のような事情に鑑みてなされたもので、幅広い周波数帯の低エネルギー
電磁波を反応原料に効果的に照射可能で、しかも反応原料の充填を容易に実施することが
できるとともに、耐圧性の向上や反応の効率化、安全性の向上等を図ることができる低エ
ネルギー電磁波反応装置を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記目的を達成するために、本発明による低エネルギー電磁波反応装置は、
　低エネルギー電磁波を反応原料に照射してその反応原料を加熱反応させる低エネルギー
電磁波反応装置であって、
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　０．０３～３００ＧＨｚ帯の全部または一部の帯域の周波数の低エネルギー電磁波を出
力する低エネルギー電磁波周波数可変型の低エネルギー電磁波発振ユニットと、
　前記低エネルギー電磁波発振ユニットから出力された低エネルギー電磁波を伝送する低
エネルギー電磁波伝送ユニットと、
　反応原料を充填するための反応原料充填スペースを有し、この反応原料充填スペースに
充填された反応原料に対し、前記低エネルギー電磁波伝送ユニットからの低エネルギー電
磁波を照射する低エネルギー電磁波照射ユニットとを備え、
　前記反応原料充填スペースを、鉛直方向に延びる円柱状空間部を有する有底筒体により
形成したことを特徴とするものである。
【００１１】
　本発明において、前記低エネルギー電磁波照射ユニットは同軸構造を呈する外部導体と
内部導体と有し、該内部導体が前記反応原料充填スペースに直交布置されるのが好ましい
（第２発明）。
【００１２】
　本発明において、前記内部導体が、前記反応原料充填スペースに充填された反応原料に
埋没する位置に布置されるのが好ましい（第３発明）。
【００１３】
　本発明において、前記外部導体と内部導体との間隙に、インピーダンス調整ブロックが
挿入されるのが好ましい（第４発明）。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明においては、低エネルギー電磁波発振ユニットから出力された０．０３～３００
ＧＨｚ帯の全部または一部の帯域の周波数の低エネルギー電磁波が低エネルギー電磁波伝
送ユニットを介して低エネルギー電磁波照射ユニットへと伝送される。低エネルギー電磁
波照射ユニットにおいては、反応原料充填スペースに充填された反応原料に対し、低エネ
ルギー電磁波伝送ユニットを介して伝送された低エネルギー電磁波が照射される。したが
って、幅広い周波数帯の低エネルギー電磁波を反応原料に効果的に照射することができる
。
　また、反応原料充填スペースが、鉛直方向に延びる円柱状空間部を有する有底筒体によ
り形成されるので、反応原料の充填を容易に実施することができるとともに、耐圧性の向
上や反応の効率化、安全性の向上等を図ることができる。
【００１５】
　第２発明の構成を採用することにより、幅広い周波数帯域の低エネルギー電磁波を円滑
に反応原料側に伝送することができるとともに、反応原料充填スペースにおける反応原料
の機械的攪拌も可能となるため、反応の効率化と定量性が向上する。
【００１６】
　第３発明の構成を採用することにより、反応原料充填スペースに照射された低エネルギ
ー電磁波が、効率良く反応原料に吸収されて反応性が向上する。
【００１７】
　第４発明の構成を採用することにより、０．０３～３００ＧＨｚ帯の全部または一部の
帯域の周波数の低エネルギー電磁波の照射不良を引き起こすことなく、低エネルギー電磁
波を反応原料充填スペースに照射することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態に係る低エネルギー電磁波反応装置を模式的に表す図である
。
【図２】低エネルギー電磁波反応装置の性能に係る反射率のシミュレーション結果を示す
グラフである。
【図３】低エネルギー電磁波反応装置の実施例の説明図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１９】
　次に、本発明による低エネルギー電磁波反応装置の具体的な実施の形態について、図面
を参照しつつ説明する。
【００２０】
　＜低エネルギー電磁波反応装置の概略説明＞
　図1に示されるように、本実施形態に係る低エネルギー電磁波反応装置1は、低エネルギ
ー電磁波を反応原料に照射してその反応原料を加熱反応させるものであって、低エネルギ
ー電磁波周波数可変型の低エネルギー電磁波発振ユニット２と、低エネルギー電磁波を反
応系に導くための低エネルギー電磁波伝送ユニット３と、反応原料に低エネルギー電磁波
を照射する耐圧型の低エネルギー電磁波照射ユニット４とを備えて構成されている。
【００２１】
　＜低エネルギー電磁波発振ユニットの説明＞
　低エネルギー電磁波発振ユニット２は、０．０３～３００ＧＨｚ帯の全部または一部の
帯域の周波数の低エネルギー電磁波を出力するものであって、この低エネルギー電磁波を
出力するための低エネルギー電磁波発生器としては、マグネトロン、クライストロン等の
発振管方式や各種半導体方式が存在するが、何れの方式を用いることも可能である。但し
、出力される低エネルギー電磁波の可変周波数帯域を広く取ることが可能な半導体方式は
、特に好ましい。なお、出力される低エネルギー電磁波の周波数の可変帯域は特に限定は
されないが、０．５ＧＨｚ程度以上の帯域幅を出力制御できることが好ましい。
　この低エネルギー電磁波発振ユニット２において、可変周波数帯域の中の任意の周波数
に設定制御された低エネルギー電磁波は、低エネルギー電磁波伝送ユニット３を通じて低
エネルギー電磁波照射ユニット４に伝送される。
【００２２】
　＜低エネルギー電磁波伝送ユニットの説明＞
　低エネルギー電磁波伝送ユニット３は、低エネルギー電磁波発振ユニット２から出力さ
れた低エネルギー電磁波を実質的に減衰することなく低エネルギー電磁波照射ユニット４
まで伝送できることが肝要であり、そのための伝送路として導波管あるいは同軸線路が一
般的である。いずれの伝送方法を用いるかは特に限定されないが、導波管の場合には物理
的に伝送不可能となるカットオフ周波数が存在するために伝送できる周波数が限定される
が、同軸線路ではこの制約が無いので低エネルギー電磁波伝送ユニット３として、より好
ましい。
【００２３】
　＜低エネルギー電磁波照射ユニット及び反応原料充填スペースの説明＞
　低エネルギー電磁波照射ユニット４は、同軸構造をなして水平方向に延びる外部導体５
および内部導体６と、鉛直方向に延びる円柱状空間部を有する有底筒体７とが組み合わさ
れて構成されている。
　外部導体５および内部導体６は、有底筒体７の底面から適宜上方位置にてその有底筒体
７に対し直交布置されている。有底筒体７の円柱状空間部は、反応原料を充填し反応処理
するための反応原料充填スペース８とされている。有底筒体７の底部内には、撹拌子９等
が配設され、該撹拌子９等を用いた撹拌操作により、反応原料の周方向への偏在を抑止し
て反応の均一化、定量性が向上可能である。
　なお、有底筒体７の上方開口部は、蓋体１０によって着脱可能に塞がれ、蓋体１０には
、耐圧バルブ１１が介挿された配管が反応原料充填スペース８に連通可能に接続されてい
る。
【００２４】
　＜インピーダンス調整ブロックの説明＞
　反応原料充填スペース８内に充填された反応原料に対して低エネルギー電磁波照射ユニ
ット４からの低エネルギー電磁波を照射した場合、両者間の物性値差異等に基づく境界面
での照射不良(反射率の増大)が生起し易い。そこでこの様な不都合を回避、抑制するため
に、急激な物性値変化を抑制するための材料および／または形状を有するインピーダンス
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調整ブロック１２を低エネルギー電磁波照射ユニット４における外部導体５と内部導体６
との間隙にそれら導体５，６と同軸をなすように布置することが好ましい。これにより、
低エネルギー電磁波が円滑に反応原料側に伝送、吸収されることになり、反応原料境界面
での反射波の増大等の照射不良が抑制されることになる。
　なお、インピーダンス調整ブロック１２の構成材料としては、例えば絶縁性材料が好適
であり、その形状としては、各導体５，６と同軸をなす円筒状の胴部と、この胴部の先端
側に反応原料充填スペース８内に差し込まれる円錐状または半球状の頭部を有する形状の
ものが好適である。
【００２５】
　＜低エネルギー電磁波照射ユニットでの反応例の説明＞
　低エネルギー電磁波照射ユニット４から照射された低エネルギー電磁波は、反応原料充
填スペース８内の反応原料に照射されることになる。ここで実施される反応の種類は特に
限定されることは無く任意である。但し、水あるいは有機溶媒等を用いた各種溶液反応、
またはこれらの溶液中に固形物が混在したスラリー反応等は、特に好ましい反応例である
。これらの反応においては、低エネルギー電磁波の照射によって温度が上昇すると、溶媒
の蒸気圧が上昇して蒸発が活発化する。このような蒸発による溶媒の散逸を抑止するため
、反応原料充填スペース８を構成する有底筒体７を含む低エネルギー電磁波照射ユニット
４の全体を、耐圧型の気密構造とするのが好ましい。これらの耐圧即ち使用できる最高圧
力は例えば１ＭＰａ以上で有ることが好ましく、１０ＭＰａであれば更に好ましい。
【００２６】
　反応原料充填スペース８への反応原料充填量は、低エネルギー電磁波照射に際しての照
射不良等の不都合を抑止するために、低エネルギー電磁波照射ユニット４の内部導体６が
埋没する高さ以上とすることが好ましい。原料充填高さが内部導体６の高さ位置よりも低
くなると、照射された低エネルギー電磁波の反射率増大等の不都合が誘因され易くなり、
反応効率が低下する。
【００２７】
　＜作用効果の説明＞
　以上に述べたように構成される低エネルギー電磁波反応装置１においては、低エネルギ
ー電磁波発振ユニット２で０．０３～３００ＧＨｚの周波数範囲の任意の低エネルギー電
磁波が発生、増幅される。ここで発生された低エネルギー電磁波が低エネルギー電磁波伝
送ユニット３を通じて低エネルギー電磁波照射ユニット４に伝送される。この低エネルギ
ー電磁波照射ユニット４において、反応原料充填スペース８に充填された反応原料に対し
て低エネルギー電磁波が照射されることになる。ここで、インピーダンス調整ブロック１
２の挿入あるいは反応原料の充填高さを低エネルギー電磁波照射ユニット４の内部導体６
よりも高位置に維持することによって、低エネルギー電磁波がより効果的に反応原料に照
射されることになる。一方、低エネルギー電磁波照射ユニット４における外部導体５およ
び内部導体６が、有底筒体７の底面から適宜上方位置にてその有底筒体に対し直交布置さ
れる結果、反応原料充填スペース８の底面での撹拌子９等を用いた撹拌操作が可能となり
、反応の均一化、定量性が向上する。
　また、反応原料充填スペース８が、鉛直方向に延びる円柱状空間部を有する有底筒体７
により形成されるので、反応原料の充填を容易に実施することができるとともに、耐圧性
の向上や反応の効率化、安全性の向上等を図ることができる。
【００２８】
　以上、本発明の低エネルギー電磁波反応装置について、一実施形態に基づいて説明した
が、本発明は上記実施形態に記載した構成に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱し
ない範囲において適宜その構成を変更することができるものである。
【実施例】
【００２９】
　次に、本発明による低エネルギー電磁波反応装置の具体的な実施例について、図面を参
照しつつ説明する。
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　図２には、図３に示されるように内径２５ｍｍの有底筒体７における反応原料充填スペ
ース８に水を４０ｍｍの高さ位置まで充填し、低エネルギー電磁波照射ユニット４におけ
る内部導体６と有底筒体７の内壁面との隙間を２ｍｍとして、種々の周波数の低エネルギ
ー電磁波を照射した場合の反射率のシミュレーション結果を示すグラフが示されている。
　図２に示されるグラフの縦軸は反射率を示しており、数値が小さいほど反射率が少なく
良好であることを表す。ここで、周波数が１．８～２．７ＧＨｚの広帯域で反射率が１０
％(グラフ中の－１０)以下となることを示しており、本発明装置の有効性が確認できる。
【産業上の利用可能性】
【００３０】
　本発明の低エネルギー電磁波反応装置は、幅広い周波数帯の低エネルギー電磁波を反応
原料に効果的に照射可能で、しかも反応原料の充填を容易に実施することができるととも
に、耐圧性の向上や反応の効率化、安全性の向上等を図ることができるという特徴を有し
ていることから、低エネルギー電磁波加熱による種々の化学反応等の用途に好適に用いる
ことができる。
【符号の説明】
【００３１】
　１　　低エネルギー電磁波反応装置
　２　　低エネルギー電磁波発振ユニット
　３　　低エネルギー電磁波伝送ユニット
　４　　低エネルギー電磁波照射ユニット
　５　　外部導体
　６　　内部導体
　７　　有底筒体
　８　　反応原料充填スペース
　９　　攪拌子
　１０　蓋体
　１１　耐圧バルブ
　１２　インピーダンス調整ブロック
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